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弁護士からみた
環境問題の深層

10原則で構成され、環境だと、
・ 環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持す

べき　
・ 環境に関するより大きな責任を率先して引き受ける

べき
・環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべき
の３つが原則でした。
環境に関するこれらの原則は1992年「国連環境開発会

議（地球サミット）」で採択された「環境と開発に関する
リオ宣言」と「国際アクション・プラン （アジェンダ
21）」が起源とされますが、グローバル・コンパクトは、
国の連合体であるはずの国連が、国を飛び越え、国家に属
するはずの企業に直接発した異例な取り組みだったと言え
そうです。

1996年にはスーザン・ストレンジが『国家の退場』の
中で国家のパワーの衰退と多国籍企業をはじめとする国家
以外のアクターの台頭を取り上げましたが、80年代後半
以降、環境の分野では、規制の緩い地域に活動拠点を移し
た多国籍企業がその地域で深刻な環境問題を引き起こした
り、気候変動のように規制されない経済活動が地球規模の
環境負荷を与えたりなど、国を超えて広がる課題が認識さ
れていましたが、国を単位とする伝統的な枠組みでは十分
な機能を果たせないことに対してとられた一つのアプロー
チでした。

国という枠組みを飛び越えた国際的なアプローチになる
ため、法的拘束力を持たないソフトローという形に落ち、
法による強制力が用いられない代わりに、NGOらによる
監視や機関投資家らによる投資行動によって企業の取り組
みを促すことに期待が向けられていくことになります。国

はじめに

「本業で手一杯なのに環境対策なんて…」。今聞いても特
段違和感ないフレーズですが、これは2003年10月に社団
法人産業環境管理協会が出した環境経営概論コースの研修
用テキスト冒頭に書かれていたものです。彼の国の相互関
税、インフレ等、喫緊に対応を迫られる経営課題がある今
はなおさらかも知れません。このフレーズの後には「とこ
ろが、今や環境ビジネスは有望市場。それどころか「環境
経営」抜きでは生き残れない……そんな時代の到来です。」
と続きます。同じフレーズのもとで、この数十年の間、環
境マネジメント、CSR、ビジネスと人権・デューデリ、
GX、ESG情報開示……、と次々に名前を変えて様々な取
り組みが現れてきました。法で強制されているわけではな
いはずなのに、ひと、資金、時間といった経営資源を割く
理由はあったでしょうか。最近になってまた賑やかしく
なってきたこれら様々な取り組みについて、これまでの展
開を改めて振り返りつつ、我々が付き合ってきたものが何
だったのか、考える機会になればと思います。

１．国連グローバル・コンパクトとCSR

CSRとはそもそも何だったのでしょうか。
CSRの起源を1956年の経済同友会でのCSR決議「経営

者の社会的責任の自覚と実践」に遡るものもありますが、
今の流れにつながるものとしては、1999年にアナン国連
事務総長（当時）が世界経済フォーラムで財界に向けて直
接訴えた、国連グローバル・コンパクトを挙げたいと思い
ます。この枠組みは人権、労働、環境、腐敗防止の４分野

この数十年の間、環境マネジメント、CSR、ビジネスと人権・
デューデリジェンス、GX、ESG情報開示……と次々に名前を変え
て現れた様々な取り組みについて、これまでの展開を振り返ること
で、環境への取り組みを経済や成長に対する制約ではなく社会・経
済構造の変革を促すドライバーとして捉えようとしている今につな
がるもの、ステークホルダーとの対話を通じて環境保全と経済活動
の自由を止揚する持続可能な発展へとつなげていく営みについて考
察を加えた。

CSRからビジネスと人権・デューデリ、
そしてGXまでの振り返り
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連グローバル・コンパクトの正式な立ち上げは、2000年
７月ニューヨークの国連本部で開かれた「グローバル・コ
ンパクトに関するハイレベル会合」でしたが、そこには
50以上の企業、財界団体の代表のほか、国際労働団体、
環境団体、人権団体の代表が参加しています。

２．日本とCSR

日本でCSRが認識され始めたきっかけは、欧米の調査
機関が投資先の選定のために送ってくるSRI（社会的責任
投資）アンケートが契機だったようです。

欧州では欧州委員会が2001年にグリーンペーパー「企
業の社会的責任に関するヨーロッパの枠組み」を公表し、
CSRを「遵守すべき法規制や慣習を超えた自主的な取り
組みに基づき、社会的関心事および環境的関心事を業務の
遂行に結びつけ、かつ、様々な利害関係者との相互作用に
結び付けられる概念」と定義した上で、企業が社会、倫
理、環境分野において社会的責任を果たしているかどうか
を投資基準に加えたSRIを使って、企業行動に影響力を与
える動きが始まっていました。SRIファンドの銘柄選定や
インデックス作成のために欧米の調査機関から送られてく
るアンケートに回答する形で、日本企業も対応が求められ
ていたようです。

その後2003年「成長の促進と責任ある市場経済の増進
G8宣言」が採択され、「我々は、関心を有する全ての国と
共に、ビジネスが責任を持って行動できる環境作りを含
む、持続的な経済成長を支えるイニシアティブに取り組
む。我々はまた、企業の経済的関心と一貫する、OECD
多国籍企業行動指針や国際連合グローバル・コンパクト原
則といった、企業の社会的及び環境面での責任を促進す
る、企業による自主的努力を歓迎する。」などと謳われた
こともあり、経産省は2004年「企業の社会的責任（CSR）
に関する懇談会」を設置、９月に中間報告書をまとめ、
CSRの取り組みで最も重要なものは、情報開示と説明責
任、ステークホルダーによる評価を含めたステークホル
ダーとの会話であることなどのポイントが示されました。
経団連は2004年に「企業の社会的責任推進にあたっての
基本的考え方」を発表、経済同友会は2003年を「日本に
おけるCSR元年」とし第15回企業白書でCSRの実践を促
すツールとして、企業経営者による自己評価 （セルフ
チェック）のための 「企業評価基準」を提示しています。

なおSRI自体は1920年代のアメリカで教会の教義に反
するタバコなどの産業を投資先リストから除外したものな
ど古くからあり、60年代には反戦運動、公民権運動と結
びついた株主提案や投資行動、89年エクソン社の大型タ
ンカー座礁事故をきっかけに生まれたセリーズ原則などへ

と展開していったようですが、国際的なイニシアティブを
通して日本も対応を迫られていったようです。

３．�CSRから社会「貢献」、CSV、�
ソーシャルビジネスへ

温暖化問題や多国籍企業による途上国での経済活動に伴
う労働問題や環境問題など、80年代から90年代に続発し
ていた問題群に対して、国を中心とした従来の枠組みが十
分に機能しない事態に直面し、代わりに市民社会やNGO
による監視・評価、機関投資家らによる投資行動などを通
じて企業に取り組み動機を与えようと始まったCSRのイニ
シアティブは、日本企業の取り組みに落ちた時、社会「貢
献」といった要素が大きくなっていったように見えます。

また、社会の信用・信頼、取引機会を失うことによる企
業価値の喪失といったリスク予防という観点から、社会的
課題への積極的な対応による企業価値の創造や市場競争力
の獲得といったCSV（Creating Shared Value）へとポ
ジティブに発想を転換する動きも見られるようになり、さ
らには社会問題の解決自体をビジネスにして持続可能な取
り組みにしていこうとする発想も生まれていきます。善意
の寄付を資金源にするボランティアやNGO活動ではな
く、事業活動により活動資金を自ら生み出すソーシャルビ
ジネスの存在が広く知られるきっかけになったのは、ムハ
マド・ユヌスのグラミン銀行（農村部の貧困層の自立を支
援するための無担保少額融資）でしょうか。

ユヌス博士がノーベル賞を受賞した2006年、国連は環
境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）の課題に配慮した経
営を行う企業に投資するというESG投資を提唱する国連
責任投資原則（PRI）を打ち出します。これもSRI（社会
的責任投資）が、社会的責任を果たしていない事業に投資
しないというネガティブスクリーニングから始まったのに
対し、ESGに配慮した企業に積極的に資金を流していこ
うという、ポジティブな動きに連動するものでした。

４．環境分野におけるCSRの実践

ただ環境の分野では、こうしたCSRの流れに先駆けた
動きが、1992年地球サミットを契機として走っていまし
た。地球サミット開催を前に産業界からの提案をまとめる
ため組織された「持続的発展のための産業界会議（BCSD：
Business Council for Sustainable Development）」は、
91年にISO（国際標準化機構：International Organization 
for Standardization）へ環境管理に関する自主的な取り
組みの国際規格化を依頼し、96年にはISO 14001「環境
マネジメントシステム」が誕生、日本でも96年に中小企
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業向けの環境マネジメントシステムとして「エコアクショ
ン21」を環境省が策定していました。

国際商業会議所（ICC）も地球サミットを前に91年「持
続可能な開発のための産業界憲章」を発表、日本でも同年
に経団連が「経団連地球環境憲章」を打ち出し環境保全に
向けて自主的に取り組むことを宣言すると、92年通産省

（当時）は「環境に関するボランタリー・プラン」を、93
年環境庁（当時）は「環境にやさしい企業行動指針」を公
表しています。

ステークホルダーとのコミュニケーションツールである
環境報告書についても「環境に関するボランタリー・プラ
ン」以降徐々に取組む企業が現れ、97年に環境庁（当時）
がガイドラインを公表しています（その後2018年まで何
度か改訂）。その後2005年に「環境報告書の記載事項等
の手引き」が環境省から公表され、2006年には民間企業
に環境報告書の公表を促す環境配慮促進法が施行されます
が、環境の分野におけるCSRの実践は、産業界が始めた
イニシアティブを中心としてすでに展開されていた環境マ
ネジメントシステムと環境報告書をそのまま引き継いでい
く形になりました。なお、環境報告（サステナビリティ報
告書やCSR報告書を含む）を行う事業者の割合は2006年
以降横ばい状態、ISO 14001の認証数は2009年以降減
少傾向にあるようです。

５．�国連グローバル・コンパクトから�
ビジネスと人権へ

国連グローバル・コンパクトの作成に関わった国際政治
学者のジョン・ラギー・ハーバード大学教授は、2005年
再び第69回人権委員会で「人権と多国籍企業」に関する
国連事務総長特別代表に任命され、国家が人権を保護する
義務と並んで、企業にも人権を尊重する責任があることを
明文化した「保護、尊重及び救済の枠組み」を2008年第
８回人権理事会に提出し、企業がこの責任を果たすための
方策として、人権を尊重する方針の策定、人権デュー・
ディリジェンスの確立、救済などを定めた「ビジネスと人
権に関する指導原則（UNGP）」を2011年第17回人権理
事会に提出します。この枠組みは、CSR国際基準「ISO 
26000」や経済協力開発機構（OECD）の「多国籍企業
行動指針」の2011年改訂にも反映されていきます。

これまで国家が名宛人だった人権保護について、企業に
も責任があると明言した点、その企業が有するサプライ
チェーンを含めた影響力を利用してその責任を履行させる
ための枠組みを具体的な形で明示した点において、これま
での取り組みを前に進めようとしたものと言えそうです。
UNGPでは人権を保護する国の義務についても改めて確

認されましたが、2015年G7エルマウ首脳宣言では「国
連ビジネスと人権に関する指導原則を強く支持し、実質的
な国別行動計画を策定する努力を歓迎する」と謳われ、こ
の国別行動計画について、日本は2019年４月に諮問委員
会及び作業部会を設置し、2020年10月「ビジネスと人権
に関する行動計画（2020-2025）」を公表しています。国
別行動計画には「『人権』とは、環境破壊による被害やサ
プライチェーンにおける人権尊重も考慮することとする。」
と１文言及あり、取り組みとしては「環境報告ガイドライ
ンに則した情報開示の促進」が挙げられています。

６．ビジネスと人権における「環境」

ラギーがその著書で取り上げた４つの象徴的なケースの
中には、ロイヤルダッチシェル社によるナイジェリアでの
石油採掘事業が引き起こした環境汚染と抵抗運動の弾圧が
あり、環境問題は取り組むべき課題の一つに含まれている
と言えそうです。実際、国連グローバル・コンパクトには
企業が守るべき４分野の中に環境分野が含まれ、「環境に
関するより大きな責任を率先して引き受けるべき」を含む
３つの原則が明示されています。

この点、環境省は2019年９月「環境デュー・ディリ
ジェンスに関する検討会」を設置し、2020年８月「バ
リューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門
～OECDガイダンスを参考に～」という手引書を公表し
ています。「OECD多国籍企業行動指針」の2011年改訂
は、UNGPに合わせ、人権に関する章の新設、リスク管
理の一環としてデュー・ディリジェンスを実施すべき等の
規定を新たに盛り込んだものでした（「OECD多国籍企業
行動指針」は2023年に名称が「責任ある企業行動に関す
る多国籍企業行動指針」に変更された上、サプライチェー
ンへのデュー・デリジェンスの適用範囲の明確化、気候変
動や生物多様性など国際合意目標との整合性等の規定が新
たに盛り込まれた）。さらに環境省は2023年「バリュー
チェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門～環境
マネジメントシステム（EMS）を活用した環境デュー・
ディリジェンスの実践～」を公表し、既存の環境マネジメ
ントを活用しながら、デューデリの枠組みを取り入れる方
法を模索しているようです。

CSRの動きに先駆け、環境に負荷をかけない企業活動
をするための経営枠組みとして産業界側のイニシアティブ
で始まった環境マネジメントシステムと、CSRからビジ
ネスと人権への流れの中で国際機関が出してきたデューデ
リとの違いは、ステークホルダーとのコミュニケーション
をその仕組みの中に入れ込んでいる点、サプライチェーン
など企業の影響力を利用した形で企業に責任を果たさせよ
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うとしている点にありそうです。直近では有識者による
「日本企業による環境デュー・ディリジェンス対応促進に
向けた懇談会議論のまとめ」が出されたようですが、人体
に有害な化学物質による汚染など、直接規制に馴染むもの
については法令遵守と法的措置で対応されるものの、環境
の分野は、科学的不確実性の存在や、規範自体がまだ形成
途上であったりなど、ソフトローで対応せざるを得ないこ
とも多々あり、デューデリはそうした環境の分野における
企業の行動規範を、ステークホルダーとのコミュニケー
ションを通じて形成しようとする試みと言えそうです。

欧州では2017年仏の企業注意義務法、2021年独のサ
プライチェーン法、2024年EUの企業持続可能性デュー・
デリジェンス指令（CSDDD/Corporate Sustainability 
Due Diligence Directive）など、環境・人権に関する
デュー・デリジェンス義務化の動きに加え、「包装・包装
廃 棄 物 規 制 案 」、「EU森 林 破 壊 防 止 規 則（EUDR/EU 
Deforestation Regulation）」、「炭素国境調整措置（CBAM/
Carbon Border Adjustment Mechanism）」、有機フッ
素化合物（PFAS）規制案など、環境規制の強化とともに、
EUにとっての公正な競争というインフラ整備が進んでい
るようですが、日本は、欧州のハードロー化の影響を受け
る企業が対応を迫られているという状況でしょうか。

７．社会・経済の変革という流れ

2015年パリ協定で産業革命以前に比べて世界の平均気
温の上昇を、産業革命以前に比べて２℃より十分低く保
ち、1.5℃に抑える努力をするという目標が合意され、G20
財務大臣・中央銀行総裁は、FBS（金融安定理事会）に対
し気候変動が金融セクターにもたらす影響を評価すること
を指示し、これによりTCFD（Task Force on Climate-
related Financial Disclosures：気候関連財務情報開示
タスクフォース）が設立されました。TCFDは2017年６
月、気候変動がもたらすリスクや機会についての情報開示
フレームワークを提言としてまとめています。

2018年６月に開催された第17回未来投資会議（2020
年廃止）では、パリ協定以降、各国が気候変動問題への対
応を経済成長の機会と捉えリーダーシップをとろうと競争
していること、この５年の間にESG投資が急速に拡大し
ており世界の資金の流れが大きく変わりつつあること、従
来の規制による方法ではなく情報開示等を進めグリーン・
ファイナンスを活性化させることなどが発言されていま
す。日本は2020年に2050年カーボンニュートラル宣言
を行い、2021年「2050年カーボンニュートラルに伴う
グリーン成長戦略」で気候変動対策を成長の機会と捉え、
積極的に対策を行うことで産業や社会経済の変革につなげ

ること、2023年「GX（グリーントランスフォーメーショ
ン）実現に向けた基本方針」で化石燃料中心の経済・社
会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ経済社
会システム全体を転換させる方針が示されました。

2021年東京証券取引所は「コーポレートガバナンス
コード」を改訂し、2022年４月から再編されるプライム
市場（かつての東証一部）に対して、TCFDか同等の基準
に基づく開示を求めることとし、内閣府は2023年３月期
決算より有価証券報告書にサステナビリティに関する企業
の取り組みを記載要件（内容はTCFD提言の構成要素に
沿ったもの）とする内閣府令を発表し、TCFD開示が実質
義務化されました。FSBは、企業開示のモニタリング機能
を国際サステナビリティ基準審議会（ISSB財務情報の国
際基準を開発しているIFRS 財団が企業のESG情報を国際
的に統一した基準で開示するため2021年に設立した機
関）に移し、ISSBは23年６月、TCFDをベースに、サス
テナビリティ全般の要求事項を規定するIFRS S1と、気候
関連の要求事項を規定するIFRS S2で構成されるISSB基
準を決定しています。日本ではサステナビリティ基準委員
会（SSBJ）が、このIFRS S1とS2をベースに2025年３
月、日本基準としてサステナビリティ開示ユニバーサル基
準「サステナビリティ開示基準の適用」、サステナビリ
ティ開示テーマ別基準第１号「一般開示基準」、サステナ
ビリティ開示テーマ別基準第２号「気候関連開示基準」を
公表したところで、2027年３月期から順次適用される見
通しとされています。経産省は2018年に「TCFDガイダ
ンス」を、環境省は2019年に「TCFDを活用した経営戦
略立案のススメ」、2024年に「金融機関におけるTCFD
開示に基づくエンゲージメント実践ガイダンス」を、国交
省は2021年に「不動産分野TCFD対応ガイダンス」を作
成公表するなど、この分野については強力な後押しがある
ようです。

気候変動の分野では、2015年パリ協定以降（特にコロ
ナ禍以降）、対策を経済や成長に対する制約ではなく社
会・経済構造の変革につながるビジネスチャンスとしての
発想に転換されたことによって、国内外から大きく資金を
呼び込む流れが加速し、そのためのインフラの一環として
情報開示が一気に進んでいますが、生物多様性の分野で
も、このTCFDに倣う形で、2021年にTNFD（Taskforce 
on Nature-related Financial Disclosure（自然関連財
務情報開示タスクフォース））が立ち上げられています。
2022年生物多様性条約COP15で採択された「昆明・モ
ントリオール生物多様性枠組」の中で2030年までに自然
の損失を反転させるネイチャーポジティブを目指すこと、
これを実現するためにビジネスにおける生物多様性の主流
化や、ビジネスによる影響評価・情報公開の促進が目標と
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して据えられ、TNFDは2023年に企業や金融機関が自然
への依存度や影響を評価、管理、報告するための枠組を提
言としてまとめました。ややもすると脱炭素へ向けた取り
組みは、経済的なドライバーとしての側面が強調されてし
まいますが、そもそもそれは手段であって目的ではなく、
自然環境の保全とどう両立させながら進めていくのかとい
う視点を置いて行かないようにする必要があるようです。

８．��これから先を見据えて
―これまで付き合ってきたもの―

国境を超えた形で広がる課題に対して、「環境に関する
より大きな責任を率先して引き受けるべき」と、国内の規
制に上から被せられた形で取り組みを促されても、グロー
バルに活動を展開している国際企業でなければ、特に国内
の取引で閉じる企業にとっては、「本業で手一杯なのに環
境対策なんて……」というのが本音だったのでは、と想像
するところです。

真面目に取り組んできた企業にとって（取引機会を失わ
ないように、世間から取り残されない程度に、との位置付
けであっても）、ここ数年新たに加わろうとするイニシア
ティブは、さらに何の負担を負わせるものなのか、と訝し
く思われるかもしれません。本稿執筆中も、メルツ独首相
がデュー・デリジェンスを企業に求める国内法を廃止し、

EUにもCSDDDの廃止を求めたとされたり、順次適用さ
れる見通しとなっていたサステナビリティ情報開示義務化
が見送られることになったとの報道があったり、否定する
報道があったり、米銀に続き日本の金融機関もネットゼ
ロ・バンキング・アライアンス（NZBA）からの脱退が相
次いだり、まじめにやってもハシゴを外される、振り回さ
れるだけとの感を持たれるのでは、とも感じます。

ただ、CSRをソーシャルビジネスやCSVといった積極
的な自主的取り組みに繋げてきた企業はどう見るでしょう
か。パリ協定以降、気候変動に向けた取り組みを、経済や
成長に対する制約ではなく、社会・経済構造の変革に向け
た起爆剤として捉えようとする動きについて先に触れまし
たが、環境問題への取り組みがパラダイムシフトにつなが
るという議論は、すでに2000年前後からあったものでし
た。例えば2000年、日本では「循環型社会形成推進基本
法」でゴミを資源に発想転換しようとする３Rの取り組み
が始まり、これが2020年「循環経済ビジョン2020」で
経済として回していこうという取り組みに発展しています。
バックラッシュはあるにしても、これまでやってきたこと
が今の流れに繋がっていないでしょうか。

ビジネスと人権では、大きな要素のひとつにステークホ
ルダーとの対話を挙げています。これも2004年には経産
省の「企業の社会的責任（CSR）に関する懇談会」で指摘
されていたようですが、これまで情報開示をとおした対話

この図は生成AI ʻNapkinʼ を使用して作成した
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が主だったものが、今地域やNGOと企業との連携・協働
という形への進展が見られます。例えば、再エネの普及が
進むにつれ、各地でさまざまな問題が起こっているよう
に、規制や規範が追いついていない分野では、立場が異な
るステークホルダーとの対話、連携、協働によって実例を
積み重ね、次に繋げていくということかと、と考えていま
す。「法で規制されているわけではないのに経営資源を割
くのはなぜか」という問いに、国際的なイニシアティブを
持ってきて声高に「べき論」を語るつもりはなく、経済活
動と環境保全を止揚する持続可能な発展とは何か、という
問いに、対話を通して、まず自分たちで答えを出していく
営みとして受け止めることができるのでは、と考えていま
す。これまで環境法分野での予防法務や紛争対応につい
て、経験や学びを積み重ねてきた弁護士たちも、この対話
に加わり、貢献できるものがあるのではないか、と思って
います。

本稿は2024年度JELF論文集『環境と正義』に寄稿し
た文章を元に考察を加えたものである。
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